
(57)【要約】
【課題】  レーザ加工とウォータジェット加工のそれぞ
れの利点を活用し、安全でしかも被加工物の加工部にお
いて溶融工程及び除去工程を確実に行わせることで穴加
工または切断加工を可能としたレーザとウォータジェッ
トの複合加工方法及び装置を提供する。
【解決手段】  レーザ光の照射とウォータジェットの噴
射とを別々に独立させて行うレーザヘッド１とウォータ
ジェットヘッド２を備えたレーザとウォータジェットの
複合加工装置において、レーザヘッド１からのレーザ光
による被加工物の溶融部に対してウォータジェットヘッ
ド２からのウォータジェットを間欠的に噴射させるよう
に制御する間欠噴射制御手段を更に備えた構成とした。



【特許請求の範囲】
【請求項１】  レーザ光の照射とウォータジェットの噴
射とを別軸でそれぞれ被加工物の同じ加工部にあてて加
工するレーザとウォータジェットの複合加工方法であっ
て、レーザ光を照射して溶融させた被加工物の加工部
に、間欠的にウォータジェットを噴射することを特徴と
するレーザとウォータジェットの複合加工方法。
【請求項２】  レーザ光を被加工物に照射して溶融させ
るレーザヘッドと、該レーザヘッドの近傍に前記レーザ
光の照射軸と別軸として配置され液体を前記レーザ光に
よる溶融部に噴射するウォータジェットヘッドと、該ウ
ォータジェットヘッドから間欠的に液体を噴射できるよ
うに制御する間欠噴射制御手段とを備えたことを特徴と
するレーザとウォータジェットの複合加工装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、レーザとウォータ
ジェットとによって被加工物を加工する複合加工方法及
び装置に関するものであり、特にレーザ光の照射により
溶融させた被加工物の溶融部へウォータジェットを間欠
的に噴射して冷却しながら溶融部を確実に除去する技術
に関する。
【０００２】
【従来の技術】金属材料、セラミック、繊維強化プラス
チック（ＦＲＰ）材など幅広い材料の加工、例えば穴あ
け・切断に対して、レーザ加工やウォータジェット加工
が使用されている。レーザ加工は、レーザ光によって照
射して被加工物を加熱溶融させ、その溶融部をガスジェ
ット（例えば、酸素、窒素、空気など）で吹き飛ばし、
加工を行う。一方、ウォータジェット加工はノズルから
噴出する高圧水の運動エネルギーにより噴射した部分を
吹き飛ばして加工する。なお、ウォータジェット加工に
は、水だけを噴射する場合と、水に研磨材を混入させて
混合液を噴射する場合とがあり、混合液の噴射、運動エ
ネルギーに研磨作用が付加されるため切断等加工能力が
増大する。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】レーザ加工は、加工速
度は速いが、加工能力はレーザ発生装置のレーザ出力に
よって制限される。
【０００４】また、レーザ加工だけでは、被加工物を溶
融するだけで、効率良く加工ができない。よって、加工
のために溶融部を吹き飛ばすガスジェットが利用されて
いるわけだが、使用環境によってはガスジェットとして
用いた酸素に引火の恐れがあるため安全に対して十分に
対処する必要があった。
【０００５】ウォータジェット加工は水だけの場合、加
工能力が限られるし切断開始位置の制約もある。たとえ
ば、中抜き加工のように端部のないところからは切断の
開始ができないため、穴加工をまず行い、貫通後に切断

加工を進めている。つまり、被加工物の中抜き加工時に
おける切断開始位置で、ウォータジェットによる穴加工
用定点噴射作用にかなり時間がかかるため、切断開始位
置に予め穴を開ける別工程が必要であった。
【０００６】そこで、ガスジェットの代替構成として、
より安全なウォータジェットに着眼し、レーザ加工とウ
ォータジェット加工との組み合わせによる複合加工技術
の開発が続けられてきた。ところが、レーザ光の照射と
ウォータジェットの噴射を同時に行うとレーザ光を照射
している加工点にウォータジェットの噴射水が介在し、
レーザ光により被加工物を溶融できず穴加工等の加工自
体が行われないといった問題があった。
【０００７】本発明は、上記課題に鑑みて成されたもの
であり、レーザ加工とウォータジェット加工のそれぞれ
の利点を活用し、安全でしかも確実な加工ができるレー
ザとウォータジェットの複合加工方法及び装置を提供す
ることを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に、請求項１に記載された発明は、レーザ光の照射とウ
ォータジェットの噴射とを別軸でそれぞれ被加工物の同
じ加工部にあてて加工するレーザとウォータジェットの
複合加工方法であって、レーザ光を照射して溶融させた
被加工物の加工部に、間欠的にウォータジェットを噴射
することを特徴とするものである。
【０００９】本発明では、レーザ光の照射とウォータジ
ェットの噴射とをそれぞれ別々に独立して被加工物にあ
てるように構成しているため、レーザ光の照射とウォー
タジェットの噴射とを同時に被加工物にあてず、レーザ
光を連続的に照射している加工点に、間欠的にウォータ
ジェットを噴射できる加工方法としている。つまり、ウ
ォータジェットが噴射されていない時にレーザ光による
被加工物の溶融を確実に発生させ、その溶融部へウォー
タジェットが噴射された時にはじめて、溶融物が噴射流
に吹き飛ばされて除去されるため穴加工及び切断加工が
可能となった。
【００１０】請求項２の発明は、レーザ光を被加工物に
照射して溶融させるレーザヘッドと、該レーザヘッドの
近傍に前記レーザ光の照射軸と別軸として配置され液体
を前記レーザ光による溶融部に噴射するウォータジェッ
トヘッドと、該ウォータジェットヘッドから間欠的に液
体を噴射できるように制御する間欠噴射制御手段とを備
えたことを特徴とする。
【００１１】本発明では、レーザ光の照射とウォータジ
ェットの噴射とをそれぞれ別軸となるように各ヘッドを
配置することで、それぞれの加工の独自性を確保でき、
かつ、それぞれの加工制御を独立して行える構成として
いる。特に、ウォータジェットの噴射を間欠的に行える
ように間欠噴射制御手段を設けたので、ウォータジェッ
トの噴射流の噴射作用と停止作用を確実に制御できるわ
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けである。
【００１２】間欠噴射制御手段としては、加工点への噴
射を間欠的に行うものであれば、オンオフバルブを使用
して噴射自体を停止するか、遮蔽板等によって噴射流を
さえぎりおおって加工点に到達させないか、噴射ノズル
を旋回させて噴射点を移動させるか等々その構成を限定
しない。
【作用】
【００１３】以上の構成により、レーザヘッドからのレ
ーザ光の照射が加工点で被加工物を溶融させる工程とウ
ォータジェットヘッドからの噴射流による溶融物除去工
程とが独立して確実に制御可能としたため、従来のレー
ザとウォータジェットによる複合加工のように、レーザ
光と噴射流が同時に加工点にあたるために加工自体が行
われないといった現象を回避でき、確実に加工ができ
た。つまり、レーザ光を発振させたまま被加工物の加工
点を溶融させた後に、その加工点の溶融物を間欠噴射流
により吹き飛ばす穴加工がまず可能となった。穴加工が
完成すれば、レーザ光の照射を移動させ、ウォータジェ
ットの噴射流をもそれに追従移動させることによって切
断加工は容易に可能となる。
【００１４】なお、被加工物上に水が残留していたとし
ても、レーザ光のみの照射を行いその水がまず蒸発した
後に溶融を始める構成としたため、多少の水の残留は問
題無い。つまり、ウォータジェットヘッドからの噴射流
の噴射と停止を繰り返しても本加工が可能であり、加工
部における熱影響層が小さく冷却作用もある。
【００１５】
【発明の実施の形態】以下、本発明の第一の実施形態に
ついて、図面を参照して説明する。図１は、本発明によ
るレーザとウォータジェットの複合加工装置の一例を示
す概念説明模式図である。この複合加工装置は、被加工
物１０に対して実際の加工を行うレーザヘッド１と、ウ
ォータジェットヘッド２と、ウォータジェットヘッド２
からの噴射を間欠的に行わせる間欠噴射制御手段として
のオンオフバルブ３とで構成される加工ヘッド部４と、
レーザ光を発生するレーザ発生装置５及び液体を加圧す
る高圧水発生装置６とから主に構成されている。
【００１６】レーザ発生装置５で出力されたレーザ光
は、光ファイバ７を介して被加工物１０に対して垂直に
配置させたレーザヘッド１に送られ、レーザヘッド１内
に備えた集光レンズ８により被加工物１０の加工部に集
光し照射される構成としている。なお、本レーザヘッド
１の構成は一例にすぎず、被加工物１０にレーザ光を集
光して照射できれば、レーザヘッド１内に備えた光学系
手段はいかなる組み合わせでも良いことは述べるまでも
ない。
【００１７】高圧水発生装置６で加圧された加圧液体
（以下、高圧水という）は、高圧ホース９を介して前記
レーザヘッド１の周囲近傍に配置させたウォータジェッ

トヘッド２に送られ、オンオフバルブ３の開閉制御によ
ってウォータジェットヘッド２内に備えたノズルを通し
て被加工物１０の溶融部に向けて間欠的に高圧水を噴射
する構成としている。
【００１８】以上のように構成したレーザとウォータジ
ェットの複合加工装置を用いて、穴加工および切断加工
を行う場合について説明する。
【００１９】レーザ光１２と高圧水１３を同時に被加工
物１０の加工部１１にあてても、被加工物１０は溶融し
ないので、まず、レーザヘッド１からレーザ光１２を被
加工物１０に連続照射し、加工部１１で被加工物１０を
溶融する（溶融工程）。レーザ光１２で溶融するだけで
は穴加工・切断加工ができないため、その溶融部にウォ
ータジェットヘッド２から噴射させた高圧水１３をあて
て溶融部を吹き飛ばして加工する（除去工程）。溶融部
の除去後、ウォータジェットヘッド２からの高圧水噴射
を停止し、被加工物１０にレーザ光１２のみが照射され
る状態にし、溶融部を形成する。高圧水１３を再度加工
部１１に噴射させて新たに形成された溶融部を吹き飛ば
す。このように、高圧水噴射の間欠制御を行うことによ
り、溶融部を確実に形成する「溶融工程」と溶融部を確
実に除去する「除去工程」とを繰り返しながら穴加工を
行い、その後レーザヘッド１及びウォータジェットヘッ
ド２あるいは被加工物を移動手段（図示しない）により
移動させることで切断加工が可能になった。
【００２０】なお、高圧水そのものの吐出圧力を１５０
ＭＰａ～２５０ＭＰａに増圧させれば、被加工物の材料
によっては、高圧水のみの穴加工及び切断加工も可能で
あるため、レーザ光による溶融部を吹き飛ばす作用だけ
でなく高圧水加工作用も加わり、複合加工能力がさらに
増大し、穴加工及び切断加工の加工時間が短縮される。
【００２１】以上のように、本発明ではレーザ光による
被加工物の溶融部を間欠的に確実に吹き飛ばすように制
御する構成が重要である。なお、その手段については、
先に述べたオンオフバルブによる制御構成以外に各種噴
射制御構成が可能である。そこで、図２及び図３に、別
の実施形態での本複合加工装置の加工ヘッド部の拡大模
式図を示す。
【００２２】まず、第二の実施形態について図２を参照
して説明する。レーザヘッド２１は、第一の実施形態と
同様に被加工物１０に対して垂直に配置され、レーザ発
生装置から出力させたレーザ光を被加工物１０に連続的
に照射する。ウォータジェットヘッド２２は、やはり、
第一の実施形態と同様に、前記レーザヘッド２１の周囲
近傍で傾斜させて配置され、ウォータジェットヘッド２
２からの噴射水を前記レーザヘッド２１からのレーザ光
を照射した被加工物１０の加工部１１（溶融部）にあて
るように固定されている。間欠噴射制御手段としては、
スリット穴付きじゃま板２３をウォータジェットヘッド
２２の噴射流を被うように配置し、そのじゃま板２３を
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モータ２４で回転させてスリット穴からのみ噴射流を通
過させる構成、または、じゃま板自体の回動あるいは往
復運動で、噴射流を遮蔽する構成としている。つまり、
ウォータジェットヘッド２２から噴射されている高圧水
は、じゃま板の遮蔽作用により間欠的にのみ溶融部にあ
たるように構成されている。
【００２３】また、第三の実施形態について図３を参照
して説明する。レーザヘッド３１の構成は前述した他の
実施形態と同様である。本実施形態は、ウォータジェッ
トヘッド３２自体に工夫を施したもので、ウォータジェ
ットヘッド３２にノズル噴射部３３をヘッド回転中心か
ら偏心させてその噴射流が被加工物１０の加工部１１に
あたるように設け、そのノズル噴射部をモータ３４で回
転することで間欠噴射制御が可能となるように構成され
ている。
【００２４】加工部１１における第二及び第三の実施形
態による作用は、第一の実施形態と同じゆえ、その詳細
な説明を省略するが、連続的にレーザ光を照射する加工
部に、間欠的に高圧水を噴射する制御構成が重要なポイ
ントである。
【００２５】
【発明の効果】以上説明したとおり、本発明のレーザと
ウォータジェットの複合加工方法及び装置によれば、被
加工物の加工部において、レーザ光による「溶融工程」
とウォータジェットによる「除去工程」とを確実に行わ
せることが可能となり、従来の不安定な加工が安定した
加工で安全にできるようになった。
【００２６】また、レーザ光で溶融した溶融部を噴射流

で吹き飛ばして加工を行うため、加工開始点に制約がな
く被加工物のどの部分からも加工が可能となり、かつ、
従来のウォータジェットのみによる切断加工に必要だっ
た穴あけ別加工工程が不要なため加工効率も向上した。
【００２７】さらに、ガスジェットを利用せず、ウォー
タジェットを使用するため従来のレーザ加工と違い火災
や爆発の心配がなく、かつ、加工部における熱影響層が
小さいため冷却効果も期待できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第一の実施形態を示す概念説明模式図
である。
【図２】本発明の第二の実施形態に係る加工ヘッド部を
示す拡大模式図である。
【図３】本発明の第三の実施形態に係る加工ヘッド部を
示す拡大模式図である。
【符号の説明】
１，21，31：レーザヘッド
２，22，32：ウォータジェットヘッド
３：オンオフバルブ
５：レーザ発生装置
６：高圧水発生装置
７：光ファイバ
８：集光レンズ
９：高圧ホース
10：被加工物
23：じゃま板
33：ノズル噴射部

【図１】 【図２】 【図３】
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